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文化三年　總持寺の大火について

文
化
三
年
　
總
持
寺
の
大
火
に
つ
い
て

圭
室
　
文
雄

は
じ
め
に

石
川
県
輪
島
市
門
前
に
あ
る
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
祖
院
の
古
文
書
調
査
に
伺
っ
た
の
は
二
〇
〇
一
年
の
こ
と
で
す
。
そ
の
折
対
応
し

て
下
さ
っ
た
の
は
、
当
時
祖
院
の
監
院
を
つ
と
め
て
お
ら
れ
た
江
川
辰
三
禅
師
で
し
た
。
副
寺
は
渡
会
正
純
師
、
事
務
局
に
は
中
田
善
也

氏
が
居
ら
れ
ま
し
た
。　

江
川
禅
師
は
始
め
て
史
料
を
全
面
公
開
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
江
川
禅
師
は
、
多
く
の
方
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
史
料
を
整
理
し
て
目

録
を
作
成
し
て
ほ
し
い
と
要
望
さ
れ
ま
し
た
。
本
年
（
令
和
四
年
）
は
そ
れ
か
ら
二
十
二
年
目
に
あ
た
り
ま
す
。
本
年
度
中
に
は
総
て
の
史

料
を
整
理
し
終
わ
り
、
目
録
化
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
経
蔵
に
入
っ
て
い
た
経
典
を
ふ
く
め
る
と
、
約
二
万
六
千
点
の
史
料
が
目

録
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

多
く
の
史
料
は
こ
れ
ま
で
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
史
料
を
使
っ
て
若
い
研
究
者
の
方
々
に
總
持
寺
の
歴
史
、
更
に
は
曹
洞
宗
史
に
つ
い
て
優
れ
た
研
究
論
文
を
書
い
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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さ
て
、
本
日
お
話
す
る
曹
洞
宗
の
大
火
に
つ
い
て
で
す
が
、
總
持
寺
に
は
二
回
ほ
ど
大
火
が
あ
り
ま
し
た
。
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
と
、

明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
で
す
。
本
日
は
江
戸
時
代
の
文
化
三
年
の
大
火
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。　

そ
れ
で
は
ま
ず
文

化
三
年
の
大
火
直
前
の
總
持
寺
の
経
営
状
態
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
一
章
　
文
化
三
年
の
大
火
直
前
の
總
持
寺
の
経
営
状
態
　

一
言
で
言
え
ば
總
持
寺
の
経
営
は
き
わ
め
て
苦
し
い
状
態
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
当
時
の
経
営
状
況
の
実
態
が
完
全
に
わ
か
る
史
料

は
殆
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
現
在
残
っ
て
い
る
断
片
的
な
史
料
で
み
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
總
持
寺
開
山
瑩
山
禅
師
に
後
桃
園
天
皇
か
ら
「
弘
徳
圓
明
国
師
」
の
国
師
号
が
下
賜
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
永

平
寺
の
歴
代
住
職
が
天
皇
か
ら
勅
賜
禅
師
号
（
大
僧
正
位
）
を
受
け
て
お
り
、
権
威
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
対
抗
し
て
總
持
寺
は

瑩
山
禅
師
に
こ
れ
よ
り
高
い
国
師
号
を
望
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
の
永
平
寺
の
禅
師
号
取
得
は
『
世
事
見
聞
録
』
に
次
ぎ

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

曹
洞
宗
の
惣
本
寺
と
い
へ
る
は
、
越
前
永
平
寺
な
り
、
近
来
こ
の
本
寺
へ
住
職
す
る
に
は
金
弐
千
両
を
貯
へ
ざ
れ
ば
調
度
な
り
難
し
と

云
ふ
、
そ
の
う
ち
千
両
は
諸
支
度
始
め
入
院
の
入
用
と
な
り
、
ま
た
千
両
は
禁
裏
参
内
の
節
、
礼
禄
そ
の
外
の
入
用
な
り
と
云
ふ

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
二
千
両
で
は
実
際
に
は
済
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
天
皇
へ
の
推
挙
状
は
江
戸
幕
府
の
将
軍
が
書
き
ま

す
の
で
、
こ
の
礼
金
や
、
道
中
の
旅
費
、
住
職
就
任
後
の
儀
式
な
ど
の
費
用
を
含
め
る
と
、
金
二
千
両
で
は
済
ま
な
か
っ
た
、
と
い
う
記

録
も
残
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
曹
洞
宗
で
国
師
号
を
取
っ
た
の
は
瑩
山
禅
師
が
始
め
て
で
す
。
こ
の
国
師
号
取
得
に
つ
い
て
は
總
持
寺
は
江
戸
に
使
僧
を
派

遣
し
て
、
幕
府
寺
社
奉
行
や
関
三
刹
と
の
長
い
交
渉
を
続
け
て
い
ま
す
。
一
方
京
都
へ
も
使
僧
を
派
遣
し
、
道
正
庵
や
寺
社
伝
奏
勧
修
寺

家
と
も
同
様
に
交
渉
を
続
け
ま
し
た
。
当
然
多
く
の
費
用
が
か
か
り
、
總
持
寺
の
寺
院
経
営
に
も
影
響
し
ま
し
た
。
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文化三年　總持寺の大火について

以
上
の
よ
う
な
形
で
總
持
寺
の
権
威
を
高
め
、
転
衣
僧
の
数
を
増
や
し
収
入
を
拡
大
し
て
い
く
計
画
で
し
た
が
、
経
営
は
好
転
し
ま
せ

ん
で
し
た
。

總
持
寺
が
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
作
成
し
た
「
香
資
願
一
件
関
三
刹
え
申
入
候
記
録
第
一
」
と
い
う
史
料
が
總
持
寺
祖
院
に
残
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
總
持
寺
の
年
間
収
入
総
額
は
金
一
〇
九
一
両
と
記
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
主
な
現
金
収
入
は
末
寺
の
転

衣
僧
二
〇
〇
名
が
一
人
金
五
両
（
転
衣
料
）
ず
つ
上
納
す
る
の
で
、
金
一
〇
〇
〇
両
と
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
転
衣
料
は
總
持
寺
の
現
金
の
年
間
収
入
金
全
体
の
九
割
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
の
事
か
ら
末
寺
の
転
衣
僧
の
増
加
を
は
か
る
事

が
経
営
改
善
の
必
須
条
件
で
あ
っ
た
事
が
わ
か
り
ま
す
。

転
衣
僧
の
増
加
を
は
か
る　

と
こ
ろ
で
こ
の
時
期
の
永
平
寺
と
總
持
寺
の
双
方
で
合
わ
せ
て
毎
年
約
四
〇
〇
名
の
転
衣
僧
が
い
ま
す
が
、

全
国
的
に
飢
饉
が
続
い
た
時
期
で
す
の
で
、
転
衣
僧
が
激
減
し
ま
す
。
更
に
永
平
寺
と
總
持
寺
を
比
較
し
ま
す
と
毎
年
永
平
寺
で
転
衣
を

取
る
者
が
多
く
、
一
方
總
持
寺
が
少
な
い
状
態
が
つ
づ
い
て
い
ま
す
。
何
故
な
の
か
、
最
も
大
き
な
理
由
は
地
理
的
条
件
で
す
。

転
衣
の
辞
令
は
最
終
的
に
は
京
都
の
寺
社
伝
奏
で
あ
る
公
家
の
勧
修
寺
家
が
発
給
し
ま
す
。
こ
の
事
か
ら
地
理
的
条
件
の
悪
い
能
登
半

島
に
あ
る
總
持
寺
よ
り
、
京
都
に
よ
り
近
い
永
平
寺
に
転
衣
僧
が
押
し
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
り
わ
け
京
都
よ
り
西
に
あ
る
近
畿
・
中
国
・
四
国
・
九
州
の
曹
洞
宗
末
寺
の
多
く
は
總
持
寺
末
寺
で
あ
っ
て
も
永
平
寺
で
転
衣
を
取

得
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
は
、
先
述
の
よ
う
に
總
持
寺
の
寺
院
の
格
式
を
高
め
る
た
め
国
師
号
の
取
得
で
し
た
が
、
し
か
し
転
衣

僧
の
増
加
は
期
待
し
た
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
總
持
寺
側
が
次
ぎ
に
考
え
た
の
は
派
別
に
本
山
で
取
得
す
る
よ
う
に
寺
社
奉
行

に
命
じ
て
も
ら
う
こ
と
で
し
た
。
同
じ
禅
宗
で
あ
る
臨
済
宗
に
お
い
て
は
派
別
の
本
山
で
転
衣
を
取
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
他
浄
土
真
宗
で

も
本
山
で
あ
る
東
本
願
寺
・
西
本
願
寺
・
仏
光
寺
・
専
修
寺
な
ど
の
本
山
で
派
別
に
と
っ
て
い
ま
す
。

曹
洞
宗
に
お
い
て
も
永
平
寺
末
寺
と
總
持
寺
末
寺
は
そ
れ
ぞ
れ
の
派
別
の
本
山
で
転
衣
を
取
る
事
を
幕
府
寺
社
奉
行
に
命
じ
て
も
ら
い
、
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そ
れ
を
関
三
刹
か
ら
全
国
の
僧
録
寺
院
に
連
絡
し
、
僧
録
寺
院
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
曹
洞
宗
末
寺
に
連
絡
す
る
と
い
う
方
法
で
し
た
。

派
別
に
よ
り
転
衣
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
永
平
寺
派
末
寺
は
永
平
寺
で
、
總
持
寺
派
末
寺
は
總
持
寺
で
そ
れ
ぞ
れ
転
衣
を
申
請
す
べ

き
と
し
た
事
で
す
。
こ
の
時
期
の
末
寺
数
の
比
率
は
永
平
寺
派
が
約
五
％
、
總
持
寺
派
が
約
九
五
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
總
持
寺
は
江
戸
幕
府
寺
社
奉
行
に
対
し
て
、
幕
府
が
本
末
制
度
を
強
化
し
て
い
る
の
で
、
派
別
に
そ
れ
ぞ
れ
の

本
山
で
転
衣
を
取
得
す
べ
き
だ
と
主
張
し
ま
し
た
。
總
持
寺
は
長
期
に
わ
た
り
江
戸
に
塔
司
東
源
寺
住
職
を
派
遣
し
ま
し
た
。
東
源
寺
住

職
は
熱
心
に
幕
閣
達
を
説
得
し
て
い
ま
す
。
曹
洞
宗
内
で
は
当
然
の
事
な
が
ら
永
平
寺
も
関
三
刹
も
總
持
寺
の
動
き
に
反
対
し
、
派
別
転

衣
は
な
か
な
か
進
行
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
總
持
寺
は
藩
主
で
あ
る
加
賀
藩
前
田
氏
の
力
を
借
り
て
老
中
・
寺
社
奉
行
の
説
得
を
試

み
ま
し
た
。

そ
の
結
果
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
幕
府
寺
社
奉
行
は
関
三
刹
に
対
し
て
「
總
持
寺
末
寺
は
總
持
寺
で
転
衣
を
と
る
こ
と
」
と
命
じ
ま
し

た
。
翌
年
よ
り
總
持
寺
へ
の
転
衣
は
激
増
し
、
経
営
が
安
定
し
ま
し
た
。
一
方
永
平
寺
は
収
入
が
激
減
し
、
寺
社
奉
行
に
元
に
戻
す
よ
う

に
上
訴
し
ま
し
た
。

永
平
寺
の
理
由
づ
け
は
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
徳
川
家
康
が
曹
洞
宗
両
本
山
に
布
達
し
た
永
平
寺
諸
法
度
・
總
持
寺
諸
法
度
の
中
で

「
転
衣
の
場
所
は
派
別
で
取
る
」
と
は
記
し
て
い
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
ど
ち
ら
の
本
山
で
取
っ
て
も
い
い
は

ず
だ
、
と
主
張
し
ま
し
た
。

寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
幕
府
寺
社
奉
行
脇
坂
安
董
は
「
転
衣
は
両
本
山
の
ど
ち
ら
で
も
よ
し
」
と
し
、
前
寺
社
奉
行
の
決
定
を
く
つ
が

え
し
て
い
ま
す
。
九
年
後
に
は
も
と
に
も
ど
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

總
持
寺
の
経
営
は
そ
の
後
も
な
か
な
か
安
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
に
は
借
入
金
総
額
は
一
五
、
〇
〇
〇
両
と

な
り
、
年
間
収
入
の
一
五
年
分
に
な
り
、
利
息
は
一
〇
％
で
す
の
で
、
一
年
分
の
支
払
い
だ
け
で
一
年
分
の
現
金
収
入
を
上
回
る
金
額
に

な
り
ま
し
た
。
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当
然
の
事
な
が
ら
貸
し
付
け
た
回
船
問
屋
や
商
人
達
か
ら
は
強
く
返
済
を
求
め
ら
れ
、
加
賀
藩
主
前
田
家
の
寺
社
奉
行
や
関
三
刹
に
訴

え
る
事
態
と
な
り
ま
し
た
。

文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
總
持
寺
は
手
元
不
如
意
に
つ
き
幕
府
寺
社
奉
行
に
「
香
資
願
」
を
提
出
し
て
い
ま
す
。
そ
の
要
旨
は
「
永
代
に

わ
た
り
總
持
寺
末
寺
一
か
寺
か
ら
銀
三
匁
ず
つ
の
寄
付
金
を
毎
年
集
め
る
こ
と
」
で
し
た
。
總
持
寺
派
末
寺
数
一
七
、
八
九
三
か
寺
に
拠

出
さ
せ
る
と
、
毎
年
銀
五
三
貫
六
七
六
匁
の
収
入
に
な
り
ま
す
。
金
に
換
算
し
ま
す
と
銀
六
〇
匁
が
金
一
両
で
す
の
で
、
約
金
八
九
四
両

三
歩
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
翌
年
に
は
總
持
寺
の
「
香
資
願
」
は
関
三
刹
が
反
対
し
、
幕
府
寺
社
奉
行
も
幕
府
が
倹
約
令
を
出
し
て
い
る

時
期
で
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
関
三
刹
は
總
持
寺
に
対
し
て
「
借
入
金
の
総
額
」
と
「
總
持
寺
諸
向
省
略
明
細
帳
」
の
提
出
を
命
じ
て
い
ま
す
。

借
入
金
総
額
は
先
述
の
寛
政
十
一
年
か
ら
は
か
な
り
減
少
し
ま
し
た
が
、
依
然
と
し
て
金
六
、
八
〇
〇
両
と
し
て
い
ま
す
。
總
持
寺
の
年

収
の
約
七
年
分
に
当
た
る
借
金
で
す
。

こ
の
よ
う
に
總
持
寺
は
財
政
立
て
直
し
を
図
り
つ
つ
あ
る
時
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
大
火
に
見
舞
わ
れ
た
の
で
す
。

第
二
章
　
文
化
三
年
の
大
火

ま
ず
両
本
山
の
こ
の
時
期
の
末
寺
数
に
つ
い
て
記
し
て
お
き
ま
す
。
總
持
寺
に
残
さ
れ
て
い
る
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
三
月
に
作
成
さ

れ
た
「
一
宗
寺
院
本
末
寺
数
書
帳
」
に
よ
る
と
、
永
平
寺
末
寺
八
七
三
か
寺
、
總
持
寺
の
末
寺
は
一
七
、
八
九
三
か
寺
、
合
計
寺
数
は
一

八
、
七
六
六
か
寺
に
な
り
ま
す
。
両
本
山
末
寺
の
比
率
を
だ
す
と
、
永
平
寺
四
・
七
％
、
總
持
寺
九
五
・
三
％
の
数
字
を
得
ま
す
。
曹
洞

宗
末
寺
の
う
ち
總
持
寺
の
末
寺
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
事
が
わ
か
り
ま
す
。

總
持
寺
山
内
の
様
子　

第
１
表
を
み
て
下
さ
い
。
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總
持
寺
の
境
内
に
は
五
人
の
高
僧
が
開
山
と
な
っ
た
五
つ
の
大
寺
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
太
源
宗
真
が
開
山
の
普
蔵
院
、
通
幻
寂
霊

の
妙
高
庵
、
無
端
祖
環
の
洞
川
庵
、
大
徹
宗
令
の
伝
法
庵
、
実
峰
良
秀
の
如
意
庵
の
五
か
寺
で
、
こ
れ
を
五
院
と
よ
ん
で
い
ま
す
。

第1表　總持寺山内五院塔司滅罪檀家数・屋敷坪数（明治4年＝1871現在）
寺名 滅罪檀家数

（軒）
境内地面積
（坪）

備考

1 總持寺 1 5,670 津田玄蕃（前田家家臣）
2 五院　　普蔵院 0 太源派
3 〃　　　妙高庵 0 通幻派
4 〃　　　洞川庵 0 無端派
5 〃　　　伝法庵 0 大徹派
6 〃　　　如意庵 0 実峰派
7 塔司　　興禅寺 37 437 普蔵院末寺　（石川　116）
8 〃　　　正覚寺 4 250 普蔵院末寺
9 〃　　　正福寺 5 260 普蔵院末寺
10 〃　　　長泉寺 2 400 普蔵院末寺
11 〃　　　芳春院 47 729 妙高庵末寺　（石川　113）
12 〃　　　玉泉寺 4 290 妙高庵末寺　（富山　51）
13 〃　　　昌寿寺 0 618 妙高庵末寺
14 〃　　　雲谷寺 0 280 妙高庵末寺
15 〃　　　円通院 2 255 妙高庵末寺
16 〃　　　太清院 3 440 妙高庵末寺
17 〃　　　宝幢寺 3 411 妙高庵末寺
18 〃　　　慶徳寺 7 323 洞川庵末寺　（島根　271）
19 〃　　　東源寺 9 290 洞川庵末寺　（東京　218）
20 〃　　　昌泉寺 1 300 洞川庵末寺
21 〃　　　秀翁院 5 222 洞川庵末寺
22 〃　　　覚皇院 109 3,917 伝法庵末寺　（石川　114）
23 〃　　　千寧寺 0 181 伝法庵末寺
24 〃　　　永福寺 8 311 伝法庵末寺　（石川　82）
25 〃　　　松岩寺 3 420 伝法庵末寺
26 〃　　　瑞雲寺 27 330 如意庵末寺
27 〃　　　青陽軒 5 438 如意庵末寺
28 〃　　　永寿院 1 1,600 如意庵末寺　（長野　76）

計 283 18,372 
参考文献
「金沢県寺院本末等取調帳」（『社寺取調類纂』所収）　国立国会図書
館所蔵
注　備考欄の数字は『曹洞宗寺院名鑑』　平成17年版　曹洞宗宗務
庁　による
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こ
の
五
院
の
住
職
に
な
れ
る
輪
番
寺
院
が
そ
れ
ぞ
れ
に
全
国
に
散
在
し
て
い
ま
す
。
普
蔵
院
が
二
四
か
寺
、
妙
高
庵
が
三
三
か
寺
、
洞

川
庵
が
三
四
か
寺
、
伝
法
庵
が
三
一
か
寺
、
如
意
庵
が
二
九
か
寺
で
す
。
合
計
す
る
と
一
五
一
か
寺
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
全
国
の
末
寺

の
住
職
が
五
名
毎
年
交
替
で
上
山
し
、
一
年
間
住
職
を
勤
め
ま
す
。
毎
年
八
月
十
五
日
開
山
瑩
山
禅
師
の
命
日
が
交
替
す
る
日
で
す
。
一

方
前
年
上
山
し
て
一
年
間
住
職
を
勤
め
た
人
達
は
こ
の
日
の
法
要
が
終
わ
る
と
下
山
し
て
自
分
の
寺
に
帰
り
ま
す
。

つ
ぎ
に
第
１
表
の
下
段
に
塔
司
二
二
か
寺
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
寺
は
い
ず
れ
も
上
記
の
五
院
の
末
寺
で
す
。
總
持
寺
末
寺
で
は
通

幻
派
の
末
寺
が
約
六
〇
％
を
占
め
、
最
も
多
い
の
で
塔
司
も
七
か
寺
あ
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
で
は
普
蔵
院
・
洞
川
庵
。
伝
法
庵
が
い
ず
れ

も
四
か
寺
、
如
意
庵
は
三
か
寺
を
末
寺
と
し
て
抱
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
塔
司
は
そ
れ
ぞ
れ
の
派
別
の
全
国
の
末
寺
か
ら
持
ち
込
ま
れ

る
紛
争
の
解
決
、
末
寺
住
職
の
交
替
の
事
務
手
続
き
、
五
院
ご
と
の
末
寺
の
僧
侶
が
転
衣
取
得
の
た
め
上
山
し
た
お
り
の
宿
舎
、
の
役
割

が
あ
り
ま
す
。

滅
罪
檀
家
（
葬
祭
檀
家
）
は
總
持
寺
の
中
核
で
あ
る
五
院
に
は
一
軒
も
あ
り
ま
せ
ん
。
總
持
寺
の
檀
家
は
江
戸
時
代
に
は
前
田
家
の
家
臣

で
あ
る
津
田
玄
蕃
一
軒
の
み
で
し
た
。
つ
ぎ
に
塔
司
の
欄
を
み
ま
す
と
、
覚
皇
院
の
一
〇
九
軒
が
最
も
多
く
、
二
桁
の
檀
家
を
も
つ
の
は

芳
春
院
・
興
禅
寺
・
瑞
雲
寺
の
み
で
、
他
の
塔
司
は
一
桁
の
檀
家
数
か
零
で
、
と
て
も
檀
家
に
依
存
し
て
経
営
出
来
る
数
字
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

塔
司
の
境
内
の
面
積
は
覚
皇
院
の
三
九
一
七
坪
が
最
高
で
、
永
寿
院
・
芳
春
院
・
昌
寿
院
の
順
で
す
。
一
か
寺
を
除
け
ば
い
ず
れ
も
二

〇
〇
坪
を
越
え
る
境
内
地
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

次
に
總
持
寺
の
山
内
に
ど
の
程
度
の
人
が
住
ん
で
い
た
の
か
を
み
て
み
ま
す
。

總
持
寺
山
内
に
住
ん
で
い
た
人　

史
料
は
總
持
寺
の
人
別
帳
（
戸
籍
）
で
す
。
江
戸
時
代
の
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
約
一
一
〇
年
間
に

わ
た
る
時
期
で
、
一
四
回
分
残
っ
て
い
ま
す
。
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ま
ず
五
院
で
す
が
、
住
職
は
常
に
五
人
い
る
は
ず
で
す
が
、
寛
政
四
年
以
降
は
総
て
四
人
で
す
。
こ
の
時
期
に
は
い
ず
れ
か
の
寺
の
住

職
が
欠
員
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
地
方
の
輪
番
担
当
寺
院
が
上
山
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
な
と
き
代
行
す
る

役
に
な
る
の
は
、
第
１
表
に
あ
っ
た
そ
の
五
院
の
末
寺
の
塔
司
が
勤
め
て
い
ま
す
。

塔
司
の
中
で
も
芳
春
院
と
覚
皇
院
は
別
格
で
す
。
芳
春
院
は
總
持
寺
全
体
の
総
務
的
役
割
と
経
理
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
覚
皇
院
は
後

見
役
と
し
て
対
外
的
な
仕
事
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

第
2 表
　
總
持
寺
山
内
の
居
住
者
数
　
　
　
　
　
能
登
總
持
寺
祖
院
文
書
（
人
別
帳
よ
り
作
成
）

年
号

西
暦
五
院

芳
春
院

覚
皇
院

塔
司

總
持
寺

合
計
人
数
僧
の
数

住
職
住
職
出
家
下
人
住
職
出
家
下
人
住
職
出
家
下
人

家
来

享
保
17
1732

5
1

2
2

1
2

2
18

28
21 　 （

男
10 　

女
10 　

道
心
者
1 ）

82
29

宝
暦
6
1756

5
1

5
2

1
3

1
17

12
15
18 　 （

男
9 　
女
8 　
道
心
者
1 ）

80
44

明
和
5
1768

5
1

4
2

1
3

1
15

22
15
21 　 （

男
10 　

女
10 　

道
心
者
1 ）

90
51

明
和
8
1771

5
1

4
2

1
3

1
15

12
15
21 　 （

男
10 　

女
10 　

道
心
者
1 ）

80
41

安
永
3
1774

4
1

4
2

1
3

1
11

19
11
12 　 （

男
4 　
女
7 　
道
心
者
1 ）

69
43

安
永
9
1780

5
1

7
2

1
5

2
16

21
16
20 　 （

男
9 　
女
10 　

道
心
者
1 ）

96
56

天
明
6
1786

5
1

8
2

1
5

2
13

27
13
20 　 （

男
8 　
女
11 　

道
心
者
1 ）

97
60

寛
政
4
1792

4
1

5
2

1
3

2
14

25
9
12 　 （

男
5 　
女
6 　
道
心
者
1 ）

78
53

寛
政
10
1798

4
1

5
2

1
4

2
12

17
12
13 　 （

男
7 　
女
5 　
道
心
者
1 ）

73
44

文
化
1
1804

4
1

4
2

0
4

2
17

15
17
12 　 （

男
6 　
女
5 　
道
心
者
1 ）

78
45

文
化
7
1810

4
1

3
2

1
3

2
16

28
16
19 　 （

男
9 　
女
9 　
道
心
者
1 ）

95
56

文
化
13
1816

4
1

3
2

1
2

2
15

30
15
22 　 （

男
10 　

女
11 　

道
心
者
1 ）

97
56

天
保
10
1839

4
1

7
2

1
7

2
14

44
14
24 　 （

男
11 　

女
13 ）

*120
78

天
保
12
1841

4
0

7
2

1
7

2
14

54
18
30 　 （

男
15 　

女
15 ）

*139
87

注
　
* 印
は
こ
の
ほ
か
衆
僧
15
、
飯
頭
調
菜
10
、
小
者
5
、
隠
居
1 　
を
加
え
、
実
数
は
天
保
10 年
は
151 名

、
天
保
12 年
は
170 名

と
な
る
。
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塔
司
の
項
を
見
て
く
だ
さ
い
、
二
二
か
寺
の
う
ち
芳
春
院
と
覚
皇
院
を
除
く
と
二
〇
か
寺
に
な
り
、
住
職
は
二
〇
名
い
る
は
ず
で
す
が
、

実
際
に
二
〇
名
い
た
年
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
一
番
多
い
時
で
一
八
名
、
最
も
少
な
い
時
は
一
一
名
で
す
。
先
述
の
如
く
滅
罪
檀
家
が

少
な
い
塔
司
は
経
営
が
苦
し
く
、
住
職
が
定
住
し
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

總
持
寺
と
い
う
欄
を
見
て
く
だ
さ
い
。
家
来
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
僧
侶
以
外
の
人
物
の
こ
と
で
す
。
道
心
者
と
は
仏
門
に
帰
依
し

た
篤
信
者
と
も
言
う
べ
き
人
が
一
人
居
ま
す
。
注
目
す
べ
き
は
女
性
の
存
在
で
す
。
少
な
い
時
で
も
五
名
、
多
い
時
は
一
五
名
住
ん
で
い

ま
す
。
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
担
当
し
て
い
た
か
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
台
所
仕
事
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

下
人
と
あ
る
の
は
家
来
と
同
様
に
僧
侶
で
は
な
い
人
物
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

僧
侶
資
格
を
取
っ
て
い
る
者
や
修
行
中
の
者
も
含
め
こ
こ
で
は
出
家
と
記
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

合
計
人
数
を
み
る
と
最
も
少
な
い
時
で
も
六
九
名
、
多
い
時
は
表
の
欄
外
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
七
〇
名
と
あ
り
ま
す
。
總
持
寺

の
寺
領
は
四
百
石
で
す
。
平
年
作
で
年
貢
率
を
三
五
％
と
す
る
と
、
収
入
は
約
一
四
〇
石
と
な
り
ま
す
。
成
人
男
子
一
日
の
米
飯
は
五
合

で
す
。
こ
れ
を
一
年
分
に
す
る
と
一
・
八
石
に
な
り
ま
す
。
こ
の
計
算
で
す
と
約
七
八
人
分
の
飯
米
と
言
え
ま
す
。
こ
の
表
で
み
て
み
る

と
、
七
八
名
よ
り
少
な
い
年
は
安
永
三
年
と
寛
政
十
年
の
み
で
す
。
こ
れ
以
外
の
年
は
米
を
別
に
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
凶
作
と
な
れ
ば
更
に
多
く
の
米
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

次
に
門
前
村
の
様
子
に
つ
い
て
み
て
み
ま
す
。

門
前
村
の
様
子　

宝
永
三
年
（
一
七
〇
五
）
の
總
持
寺
祖
院
文
書
に
「
不
高
持
門
前
家
数
之
覚
」
と
い
う
史
料
が
あ
り
ま
す
。
門
前
村
に

は
こ
の
時
四
六
軒
あ
り
ま
す
が
、
農
民
は
一
人
も
居
ま
せ
ん
。

表
で
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
商
人
・
職
人
だ
け
で
す
。
職
種
別
に
検
討
し
て
み
る
と
、
最
も
多
い
の
は
大
工
で
九
軒
、
つ
い
で
葺
師
六
軒
、

こ
の
他
職
人
で
は
畳
屋
二
軒
・
曲
師
二
軒
・
木
挽
二
軒
・
紺
屋
二
軒
・
鍛
冶
屋
二
軒
、
表
具
屋
一
軒
・
傘
屋
一
軒
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
食

品
関
係
で
は
酒
屋
三
軒
・
豆
腐
屋
二
軒
・
室
屋
二
軒
・
麩
商
売
二
軒
、
小
間
物
屋
・
萬
店
売
・
油
小
売
な
ど
が
い
ず
れ
も
一
軒
ず
つ
あ
り
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ま
す
。
ま
た
日
用
と
あ
る
の
は
日
墉
取
で
、

日
雇
い
労
働
者
の
事
で
す
。
六
軒
あ
り
ま
す
。

し
か
し
門
前
村
に
住
ん
で
い
る
人
々
は
こ

の
史
料
で
み
る
と
、
い
ず
れ
も
總
持
寺
と
繫

が
り
の
あ
る
職
業
が
多
い
事
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
れ
ゆ
え
門
前
村
の
人
々
の
生
活
も
總
持
寺

が
支
え
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

以
上
の
中
で
と
り
わ
け
目
立
つ
数
字
は
大

工
・
葺
屋
・
日
用
な
ど
で
す
。
五
院
・
塔
司

を
含
め
て
大
伽
藍
も
多
く
、
江
戸
時
代
に
は

建
物
だ
け
で
も
七
〇
数
棟
あ
っ
た
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
常
に
建
築
物
の
修
復
・
改

築
が
行
わ
れ
て
い
た
事
が
わ
か
り
ま
す
。
山

内
に
は
大
工
小
屋
や
材
木
小
屋
が
常
設
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
ま
た
建
築
に
と
も
な
い
労
働

力
は
常
に
必
要
で
し
た
。

文
化
三
年
の
大
火　

總
持
寺
の
五
院
の
一

つ
如
意
庵
か
ら
出
火
し
た
の
は
文
化
三
年

第3表　門前町の商人・職人の様子
職業 名前 職業 名前

1 酒屋・寺代官 星野源五郎 24 大工 善助
2 酒屋・寺代官 江尻理左衛門 25 大工 太郎右衛門
3 菓子・麩商売 七左衛門 26 大工 左助
4 麩商売 平左衛門 27 大工 利左衛門
5 小間物屋 茂兵衛 28 大工 半兵衛
6 萬店売 忠右衛門 29 葺師 名兵衛
7 商人 助左衛門 30 葺師 七兵衛
8 表具屋 次郎兵衛 31 葺師 間兵衛
9 油小売 勘四郎 32 葺師 清右衛門
10 酒屋 加兵衛 33 葺師 与助
11 傘屋 与兵衛 34 葺師 助三郎
12 紺屋 又兵衛 35 木挽 久兵衛
13 紺屋 九左衛門 36 木挽 長兵衛
14 室屋 平右衛門 37 まけし 宗兵衛
15 室屋 小兵衛 38 まけし 善兵衛
16 豆腐屋 作兵衛 39 鍛冶屋 伊右衛門
17 豆腐屋 新助 40 鍛冶屋 茂兵衛
18 畳屋 源蔵 41 日用 六兵衛
19 畳屋 市兵衛 42 日用 傳左衛門
20 大工 武兵衛 43 日用 四郎三郎
21 大工 喜右衛門 44 日用 吉左衛門
22 大工 杢右衛門 45 日用 助右衛門
23 大工 伊兵衛 46 日用 庄八
参考文献
　宝永2年（1705）「不高持門前家数之覚」總持寺祖院文書　「門前」5
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（
一
八
〇
六
）
一
月
二
十
一
日
の
こ
と
で
し
た
。

同
年
一
月
二
十
七
日
總
持
寺
が
加
賀
藩
寺
社
奉
行
へ
提
出
し
た
報
告
書
（
祖
院
文
書
山
内
五
三
）
に
よ
る
と
つ
ぎ
の
通
り
で
す
。

一
月
二
十
一
日
暁
六
つ
時
（
午
前
六
時
頃
）
当
山
五
院
の
う
ち
如
意
庵
客
殿
よ
り
出
火
、
門
（
山
）
内
一
同
別
紙
目
録
の
通
り
類
焼
し
候
、

も
つ
と
も
人
数
早
速
相
集
ま
り
防
ぎ
候
得
共
、
折
悪
し

く
西
風
激
し
く
、
所
詮
防
ぎ
方
人
力
に
は
し
が
た
き
仕

合
に
御
座
候
、
同
日
午
の
刻
（
正
午
）
よ
う
や
く
相
防

ぎ
申
候
、
門
（
山
）
内
の
う
ち
普
蔵
院
・
洞
川
庵
並
に

土
蔵
一
つ
・
輪
蔵
・
勅
使
橋
焼
失
こ
れ
な
く
相
残
り
候

と
記
し
て
い
ま
す
。
①
火
災
の
発
生
時
刻
は
午
前
六

時
頃
、
②
火
元
は
如
意
庵
客
殿
、
③
早
速
多
く
の
人
が

駆
け
つ
け
た
が
、
西
風
強
く
防
ぎ
き
れ
ず
、
大
半
の
伽

藍
が
焼
失
し
た
、
④
出
火
後
約
六
時
間
燃
え
続
け
、
多

く
の
伽
藍
が
焼
失
し
た
、
⑤
五
院
で
焼
け
残
っ
た
の
は

普
蔵
院
・
洞
川
庵
の
み
、
な
ど
と
記
し
て
い
ま
す
。

当
時
の
伽
藍
配
置
の
絵
図
を
み
て
み
る
と
、
総
て
の

建
物
が
回
廊
で
繫
が
っ
て
い
た
の
で
、
廊
下
を
伝
わ
っ

て
次
々
に
焼
け
移
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
時
焼
け
た
建
物
は
第
４
表
の
通
り
で
す
。

第4表　總持寺焼失堂宇坪数書上　文化3年（1806）現在
焼失堂宇 坪数 焼失堂宇 坪数

1 大門 4 21 維那寮 63
2 小門 16 22 維那寮玄関 4
3 山門 34 23 妙高庵 143
4 山門回廊 9 24 妙高庵玄関 5
5 浴室 32 25 妙高庵短廊 15
6 大庫裏 191 26 妙高庵庫裏 81
7 大庫裏玄関 6 27 伝法庵 83
8 両侍真寮 80 28 伝法庵玄関 5
9 現方丈 22 29 伝法庵短廊 7
10 現方丈板の間 4 30 伝法庵庫裏 38
11 方丈 280 31 如意庵 92
12 方丈玄関 14 32 如意庵玄関 5
13 方丈回廊（左） 14 33 如意庵短廊 6
14 方丈回廊（右） 14 34 浄頭 30
15 方丈廊下箱段 8 35 鐘楼堂 6
16 仏殿 94 36 収納蔵 13
17 無縫塔 4 37 材木蔵 30
18 観音堂 3 38 作事小屋 44
19 禅堂 45 39 白山宮拝殿 8
20 禅堂庫裏 11 合計 1563
注　「山内52」　「文化3寅年正月21日總持寺諸堂炎上箇所間数書」（『本

山門内火災につき加州金沢寺社所江指出書付留』）
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こ
の
時
建
坪
百
坪
を
越
え
る
の
は
方
丈
の
二
八
〇
坪
、
大
庫
裏
一
九
一
坪
、
五
院
の
一
つ
で
あ
る
妙
高
庵
一
四
三
坪
で
す
。
そ
の
他
八

〇
坪
以
上
の
建
物
は
仏
殿
・
如
意
庵
・
伝
法
庵
・
妙
高
庵
庫
裏
・
両
侍
真
寮
な
ど
が
続
き
ま
す
。
焼
失
建
物
は
三
九
棟
、
焼
失
坪
数
は
一
、

五
六
三
坪
と
、
か
な
り
の
建
物
が
焼
失
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
總
持
寺
は
加
賀
藩
を
通
じ
て
幕
府
へ
「
再
建
勧
化
願
」
を
提
出
し
ま
す
。
最
初
の
計
画
で
は
金
一
六
万
五
千
両

を
集
め
る
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
幕
府
寺
社
奉
行
へ
の
窓
口
で
あ
る
関
三
刹
が
反
対
し
、
な
か
な
か
進
展
せ
ず
、
總
持
寺
か
ら
江
戸
へ
出

向
き
い
っ
と
き
は
一
一
万
五
千
両
ま
で
に
減
額
し
、
粘
り
強
く
交
渉
し
ま
す
が
、
う
ま
く
い
か
ず
、
總
持
寺
は
改
め
て
加
賀
藩
主
前
田
家

に
仲
介
し
て
も
ら
い
交
渉
を
続
け
ま
し
た
。

文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
幕
府
寺
社
奉
行
は
總
持
寺
の
「
再
建
勧
化
願
」
を
許
可
し
ま
し
た
。
し
か
し
勧
化
金
額
（
寄
付
金
）
は
金
四
万

八
千
両
に
削
減
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
全
国
末
寺
か
ら
寄
附
を
集
め
る
期
間
を
五
年
間
と
さ
れ
ま
し
た
。

全
国
の
僧
録
に
派
遣
さ
れ
た
勧
化
僧　

文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
總
持
寺
は
全
国
の
僧
録
寺
院
へ
勧
化
僧
一
七
名
を
派
遣
し
て
い
ま
す
。

勧
化
僧
は
約
一
年
か
け
て
き
め
ら
れ
た
地
域
を
廻
り
総
て
の
寺
か
ら
、
總
持
寺
が
割
り
付
け
た
金
額
を
五
年
以
内
に
納
入
す
る
と
い
う
請

書
（
承
諾
書
）
に
印
鑑
を
押
し
て
も
ら
う
こ
と
で
し
た
。
派
遣
さ
れ
た
寺
院
は
第
５
表
の
通
り
で
す
。

總
持
寺
の
山
内
か
ら
は
塔
司
覚
皇
院
の
一
か
寺
の
み
で
す
。
国
別
で
見
る
と
能
登
国
五
か
寺
、
加
賀
国
四
か
寺
、
越
中
国
六
か
寺
、
越

前
国
二
か
寺
で
す
。
な
お
関
東
地
方
は
江
戸
に
常
駐
し
て
い
る
曹
洞
宗
触
頭
関
三
刹
が
行
う
と
し
て
い
ま
す
。

備
考
欄
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
勧
化
僧
は
当
該
の
寺
院
住
職
と
伴
僧
一
人
、
僕
（
僧
で
な
い
人
物
）
の
三
人
で
チ
ー
ム
を
組
ん
で
い
ま
す
。

他
の
寺
の
分
に
は
記
載
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
同
様
の
人
数
と
思
わ
れ
ま
す
。

總
持
寺
が
文
化
七
年
再
建
勧
化
金
徴
収
の
使
僧
と
し
て
派
遣
し
た
越
中
国
新
川
郡
滑
川
村
徳
城
寺
が
担
当
す
る
丹
後
国
・
伯
耆
国
・
因

幡
国
に
ど
の
よ
う
な
物
を
持
っ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
み
て
み
ま
す
。

ま
ず
徳
城
寺
が
担
当
す
る
三
か
国
に
ど
の
程
度
の
曹
洞
宗
末
寺
が
あ
っ
た
の
か
調
べ
て
み
ま
す
。
祖
院
文
書
に
は
次
ぎ
の
よ
う
な
史
料
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第5表　總持寺再建勧化金徴収の使僧寺院　　文化7（1810）　
国名 郡名 村名 勧化僧寺院 主な廻国先 備考

1 能登 鳳至 櫛比 覚皇院 陸奥（仙台・梁川・南部・八戸）
2 能登 鳳至 八ノ田 洞雲寺 信濃・三河・尾張
3 能登 鳳至 中居 大龍寺 上総・安房・〔甲斐〕 住職1・伴僧1・

僕1
4 能登 珠洲 馬渫 守禅庵 佐渡
5 能登 鹿島 小島 龍門寺 出羽（米沢・庄内・秋田・新庄・上

ノ山・矢島・本庄・亀田・由利・山
形）・石見・出雲・隠岐・周防・
長門

6 加賀 金沢 卯辰 宗龍寺 肥前・肥後・日向・薩摩・〔大隅〕
7 加賀 金沢 野田寺町 祇陀寺 武蔵 住職1・伴僧1・

僕1
8 加賀 金沢 太岩寺 美濃・越前・伊勢・近江
9 加賀 金沢 広誓寺 若狭・山城・大和・河内・和泉・

摂津・丹波・丹後・但馬
10 越中 新川 眼目 立川寺 〔出羽〕・越後（高田・村上・岩瀬・

滝谷・上田・新発田・長岡）
住職1・伴僧1・
僕1

11 越中 新川 滑川 徳城寺 丹後・伯耆・因幡
12 越中 婦負 寒江 自得寺 豊前・豊後・筑前・筑後・壱岐・

対馬
13 越中 婦負 深谷 祇樹寺 遠江・伊豆・飛驒
14 越中 婦負 片掛 大淵寺 甲斐・信濃
15 越中 桜谷 長慶寺 志摩・紀伊・伊賀・阿波・讃岐・

伊予・土佐
16 越前 南条 高瀬 宝円寺 松前・陸奥（会津・津軽・相馬・白

河・棚倉・磐城・須賀川・三春・二
本松）・信濃

住職1・伴僧1・
僕1

17 越前 正瑞寺 遠江（可睡斎）・播磨・備前・備
中・備後・美作・安芸

18（江戸） 常陸・上野・下野・上総・下総・
安房・武蔵・相模

この国は江戸に
て取り計らい
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が
残
っ
て
い
ま
す
。
丹
後
国
に
は
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
四
月
「
丹
後
加
佐
郡
田
辺
桂
林
寺
末
寺
帳
」
に
三
八
か
寺
、
同
年
五
月
「
丹
後

宮
津
智
源
寺
寺
院
帳
」
に
一
三
九
か
寺
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
六
月
「
伯
州
曹
洞
宗
寺
院
帳
」
九
四
か
寺
、
そ
れ
ぞ
れ
所
収
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
因
幡
国
の
こ
の
時
期
の
史
料
は
祖
院
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
大
本
山
總
持
寺
に
残
っ
て
い
る
延
享
四
年
（
一
七
四

七
）
十
一
月
「
曹
洞
宗
寺
院
本
末
帳
」
で
補
正
す
る
と
、
因
幡
国
の
末
寺
は
六
三
か
寺
所
収
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
總
持
寺
と
祖
院
の
末
寺
帳
の
寺
数
を
合
計
す
る
と
、
こ
の
三
か
国
で
三
三
四
か
寺
の
末
寺
が
あ
り
、
使
僧
徳
城
寺
は
こ
れ
ら
の
寺

を
廻
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
に
勧
化
金
を
割
付
け
、
五
年
間
に
支
払
っ
て
も
ら
う
保
証
を
取
り
付
け
、
新
し
く
作
成
し
た
勧
化
新
帳
に
押
印

し
て
も
ら
う
こ
と
で
し
た
。
総
て
の
寺
を
廻
る
事
が
で
き
な
い
場
合
は
そ
の
地
域
の
僧
録
寺
院
に
末
寺
を
集
め
て
も
ら
い
、
請
印
を
と
る

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

文
化
七
年
八
月
、
總
持
寺
役
局
は
使
僧
十
七
か
寺
に
「
本
山
よ
り
勧
化
僧
江
渡
物
覚
帳
」
を
わ
た
し
ま
し
た
。
内
容
は
次
ぎ
の
如
く
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

覚

一
、
勧
化
新
帳

一
、
勧
化
古
帳
写

一
、
須
知
状　
　
　
　
　

壱
通

一
、
惣
書
簡　
　
　
　
　

壱
通

一
、
録
寺
行
書
簡　
　
　

六
本

一
、
役
局
よ
り
頼
状　
　

三
通

一
、
往
来
通
手
形　
　
　
　

壱
通

一
、
本
山
絵
図　
　
　
　
　

壱
枚
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一
、
関
三
刹
触
状
写　
　
　

壱
通

一
、
関
三
ケ
寺
□
□
附
状　

壱
通

　
　

覚

錦
掛
絡　
　
　
　
　

弐
両
以
上　
　

壱
か
寺

絽
金
紗
金
襴
掛
絡　

壱
両
以
上　
　

拾
七
か
寺

紗
金
掛
絡　
　
　
　

弐
歩
以
上　
　

拾
四
か
寺

八
匁
風
呂
敷　
　
　

壱
歩
以
上　

七
拾
弐
か
寺

五
匁
風
呂
敷　
　
　

弐
朱
以
上　

三
拾
九
か
寺

三
匁
風
呂
敷　
　
　

五
匁
以
上　
　

弐
拾
か
寺

止
宿
用
風
呂
敷　
　

弐
匁
壱
分
五
厘　

五
拾
片

止
宿
用
風
呂
敷　
　

壱
匁
四
分
九
厘　

三
拾
片

珞
扇
子　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
拾
本

右
之
通
今
度
相
渡
遣
候
之
條
、
被
相
勤
帰
国
之
上
、
書
物
返
却
音
物
遣
払
之
儀
者
、
別
帳
を
以
勘
定
可
被
成
、
以
上

午
（
文
化
七
）
八
月　
　

總
持
寺
役
局

と
あ
り
ま
す
。

前
段
の
「
覚
」
の
所
で
「
勧
化
新
帳
」
と
あ
る
の
は
今
回
の
再
建
勧
化
金
を
末
寺
に
割
り
当
て
た
帳
面
、「
勧
化
古
帳
」
と
は
瑩
山
禅

師
・
峨
山
禅
師
遠
忌
勧
化
の
折
の
帳
面
、
須
知
状
と
は
一
般
的
に
云
え
ば
備
忘
録
と
か
覚
書
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
が
、
こ
の
場
合
は
使
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僧
が
再
建
勧
化
金
を
徴
収
す
る
に
当
た
っ
て
是
非
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
を
記
し
た
覚
書
と
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
惣
書
簡
と
は

後
に
記
す
第
７
表
に
示
し
た
文
章
と
思
わ
れ
ま
す
。

録
寺
行
書
簡
と
は
、
僧
録
寺
院
に
渡
す
手
紙
の
事
で
す
。
僧
録
寺
院
は
幕
府
寺
社
奉
行
の
下
に
あ
る
曹
洞
宗
触
頭
関
三
刹
の
支
配
を
受

け
ま
す
。
曹
洞
宗
の
僧
録
寺
院
は
全
国
で
一
〇
七
か
寺
あ
り
ま
す
。
こ
の
使
僧
徳
城
寺
が
担
当
す
る
三
か
国
の
僧
録
寺
は
丹
後
国
は
宮
津

智
源
寺
・
田
辺
桂
林
寺
、
因
幡
国
は
鳥
取
景
福
寺
、
伯
耆
国
は
和
田
定
光
寺
・
八
橋
退
休
寺
の
五
か
寺
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
元
締

め
的
役
割
の
寺
で
す
の
で
總
持
寺
か
ら
特
に
依
頼
状
を
出
し
て
い
ま
す
。
往
来
通
手
形
は
関
所
を
通
る
時
の
通
行
手
形
で
す
。
本
山
絵
図

は
焼
失
箇
所
を
説
明
す
る
た
め
持
た
せ
た
も
の
で
す
。
関
三
刹
触
状
は
曹
洞
宗
触
頭
か
ら
の
總
持
寺
勧
化
金
拠
出
へ
の
依
頼
状
で
す
。

後
半
の
覚
は
勧
化
金
の
献
金
額
に
よ
り
渡
す
も
の
の
区
別
で
す
。
こ
れ
は
材
質
に
よ
り
か
な
り
差
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
風
呂
敷
ま
で

含
め
れ
ば
総
て
の
寺
に
音
物
が
わ
た
る
よ
う
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
は
、
再
建
す
る
堂
塔
伽
藍
に
つ
い
て
ど
の
程
度
の
建
築
費
が
か
か
る
か
見
積
書
を
取
っ
て
い
ま
す
。
第
６
表

が
そ
れ
で
す
。

ま
ず
建
築
物
の
名
前
、
銀
高
と
あ
る
の
は
建
築
費
で
す
。
代
金
と
あ
る
の
は
銀
高
を
銀
六
〇
匁
＝
金
一
両
で
す
の
で
、
そ
れ
に
換
算
し

た
数
字
で
す
。
つ
ぎ
に
坪
数
は
建
物
の
建
坪
で
す
。
坪
単
価
は
一
坪
あ
た
り
の
建
築
費
を
金
で
表
示
し
た
も
の
で
す
。

建
築
費
が
高
額
な
の
は
祖
堂
・
仏
殿
・
山
門
・
大
庫
裏
・
妙
高
庵
客
殿
の
順
で
す
。
坪
数
が
大
き
い
の
は
妙
高
庵
客
殿
・
祖
堂
・
大
庫

裏
・
僧
堂
・
仏
殿
の
順
で
す
。
坪
単
価
が
高
い
の
は
山
門
・
勅
使
門
・
仏
殿
・
開
山
廟
塔
・
通
用
門
の
順
で
す
。

建
築
見
積
金
額
は
幕
府
が
認
め
た
勧
化
金
額
金
四
万
八
千
二
〇
両
三
歩
を
や
や
下
回
る
金
額
で
あ
っ
た
事
が
わ
か
り
ま
す
。
つ
ぎ
に
第

７
表
を
み
て
下
さ
い
。
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第6表　能州總持寺焼失諸堂舎再建入用金積立帳　　（文化8年＝1811）
建築物他 銀高　（貫） 代金　（両） 坪数 坪単価（両）

1 祖堂（玄関を含む） 564.178 9403.0 252.84 37.2 
2 仏殿 430.255 7171.0 90.25 79.5 
3 山門 374.045 6234.1 32.00 194.8 
4 山門左右山廊 2.405 40.1 6.00 6.7 
5 勅使門 63.323 1055.4 7.50 140.7 
6 通用門 26.806 446.8 10.00 44.7 
7 現方丈 95.394 1589.9 42.50 37.4 
8 放光閣 79.871 1331.2 65.00 20.5 
9 大庫裏 257.954 4299.0 190.66 22.5 
10 僧堂 82.786 1379.8 95.45 14.5 
11 維那寮・知客寮 42.626 710.4 63.00 11.3 
12 如意庵客殿 133.824 2230.4 83.00 26.9 
13 如意庵庫裏 41.190 686.5 42.00 16.3 
14 伝法庵客殿 133.820 2230.0 79.00 28.2 
15 伝法庵庫裏 49.925 832.0 45.00 18.5 
16 妙高庵客殿 238.073 3967.9 277.43 14.3 
17 妙高庵庫裏 72.075 1201.0 73.50 16.3 
18 開山廟塔 9.595 160.0 2.80 57.1 
19 鐘楼 17.999 300.0 7.50 40.0 
20 観音堂 10.350 172.5 4.00 43.1 
21 白山宮拝殿 5.838 97.3 20.25 4.8 
22 浴室 8.272 137.9 32.00 4.3 
23 七軒浄頭 8.568 142.8 32.00 4.5 
24 回廊 56.742 945.7 317.25 6.1 
25 築地塀 14.759 246.0 
26 庫裏物置 3.000 50.0 4.00 12.5 
27 土蔵 9.500 158.3 5.00 31.7 
28 土蔵 13.500 225.0 9.00 25.0 
29 井戸屋形 6.000 100.0 
30 高塀 7.000 117.0 
31 材木蔵 8.200 137.0 40.00 3.4 
32 作事小屋 4.000 66.7 154.00 0.4 
合計 2871.873 47864.7 2082.93 〔22.8〕
参考文献　總持寺祖院文書「遠忌・勧化No 344」
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第
七
表　

合
銀
弐
千
八
百
八
拾
壱
貫
弐
百
五
拾
壱
匁

　

此
金
四
万
八
千
弐
拾
両
三
分
余　

但
金
壱
両
に
付
銀
六
拾
目
替

右
者
今
般
御
奉
行
所
江
書
上
候
再
建
素
立
積
金
高
ニ
有
之
候
、
諸
造
作
皆
出
来
並
焼
失
之
諸
道
具
法
器
等
全
供
致
候
迄
者
、
関
三
刹
方
江
入
披
見
候
通

惣
積
高
金
拾
壱
万
両
余
相
掛
り
候
儀
候
得
者
、
時
節
柄
ト
申
大
造
之
儀
ゆ
へ
所
詮
出
来
申
間
敷
ト
存
候
得
共
、
何
卒
年
限
相
掛
り
候
共
、
責
而
有
形
遂

素
立
成
共
可
な
り
に
再
建
出
来
致
、　

御
朱
印
御
条
目
並
祖
訓
之
通
り
、
本
山
職
法
要
茂
相
勤
候
様
致
度
、
一
山
之
志
願
ニ
候
、
誠
ニ
今
般
之
儀
者
、
諸

寺
院
之
丹
精
荷
担
無
之
候
而
者
、
夫
々
再
建
ト
申
筋
ニ
モ
難
及
、
万
一
出
来
兼
候
節
者
不
得
止
事
、
又
候
再
勧
化
相
頼
申
入
候
筋
茂
有
之
候
間
、
何
分

前
後
一
度
ニ
再
建
及
円
成
候
様
、
格
別
荷
担
之
志
慮
を
以
、
右
積
り
金
高
、
寺
檀
相
当
之
出
化
偏
所
希
候
、
以
上

　

文
化
八
辛
未
二
月
下
澆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

總
持
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

役
局　

印

諸
国
曹
洞
宗
諸
寺
院

　
　
　
（「
能
州
總
持
寺
焼
失
諸
堂
舎
再
建
入
用
金
積
立
帳
」
の
奥
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

總
持
寺
祖
院
文
書
「
遠
忌
・
勧
化No 344

」

第
７
表
は
總
持
寺
か
ら
派
遣
さ
れ
た
勧
化
僧
が
担
当
す
る
地
域
を
廻
る
時
、
そ
の
地
域
の
僧
録
寺
院
に
渡
し
た
書
状
で
す
。
こ
こ
に
集

め
る
金
額
の
総
額
が
金
四
万
八
千
二
〇
両
三
歩
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
後
半
に
は
、
若
し
こ
の
金
額
を
集
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
な
ら
ば
、
再
度
勧
化
金
を
徴
収
す
る
と
、
強
い
決
意
で
望
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
つ
ぎ
の
第
８
表
は
国
別
の
再
建
勧
化
金
の

徴
収
高
で
す
。

こ
の
表
で
は
甲
斐
国
・
淡
路
島
・
大
隅
国
は
空
白
で
不
詳
で
す
が
、
別
の
史
料
で
甲
斐
国
の
み
は
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
金
千

二
百
四
一
両
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
含
め
る
と
総
額
は
金
五
万
一
千
三
百
九
十
五
両
に
な
り
、
幕
府
寺
社
奉
行
が
許
可
し
た
金
額

を
こ
の
段
階
で
超
え
て
い
ま
す
。
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一
応
徴
収
高
の
順
位
を
記
し
て
み
ま
し
た
。
ベ
ス
ト
テ
ン
の
う
ち
東
北
・
関
東
・
信
越
・
東
海
地
方
つ
ま
り
東
国
が
七
か
国
は
い
り
、
圧

倒
的
に
東
国
に
か
た
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。
西
国
で
目
立
つ
の
は
攝
津
国
・
丹
波
国
、
更
に
九
州
の
肥
前
国
で
す
。
こ
の
事

か
ら
曹
洞
宗
寺
院
が
東
国
に
き
わ
め
て
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

第8表　總持寺再建勧化金国別徴収高（文化9年2月　1812）
国名 徴収金額（両）順位 国名 徴収金額（両）順位

1 松前 77 36 摂津 1350 ⑩
2 出羽 2415 ④ 37 紀伊 291
3 陸奥 3051 ③ 38 丹波 1591 ⑧
4 常陸 482 39 丹後 292
5 上野 1451 ⑨ 40 但馬 504
6 下野 574 41 播磨 1020
7 安房 180 42 淡路
8 上総 270 43 因幡 195
9 下総 45 44 伯耆 816
10 武蔵 6896 ① 45 出雲 661
11 相模 1039 46 石見 747
12 甲斐 47 隠岐 20
13 伊豆 234 48 美作 192
14 駿河 951 49 備前 40
15 遠江 1913 ⑥ 50 備中 1253
16 三河 810 51 備後 335
17 尾張 643 52 安芸 130
18 美濃 386 53 周防 491
19 飛驒 153 54 長門 633
20 伊勢 284 55 阿波 50
21 志摩 116 56 讃岐 36
22 伊賀 95 57 伊予 258
23 信濃 1719 ⑦ 58 土佐 146
24 越後 6140 ② 59 筑前 250
25 佐渡 257 60 筑後 68
26 越中 1037 61 豊前 212
27 能登 823 62 豊後 531
28 加賀 602 63 肥前 2306 ⑤
29 越前 219 64 壱岐 90
30 若狭 465 65 対馬 133
31 近江 286 66 肥後 436
32 山城 361 67 日向 88
33 大和 378 68 薩摩 317
34 河内 214 69 大隅
35 和泉 106 合計 50154
「遠忌・勧化　397～399」
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第
9 表
　
總
持
寺
　
諸
堂
宇
再
建
年
代
表
（
天
保
2 年
＝
1831 ）

年
号

西
暦

堂
宇
名

建
築
費
（
両
）

1
文
化
3
1806

妙
高
庵
仮
屋
（
五
院
）

55
2
文
化
3
1806

伝
法
庵
仮
屋
（
五
院
）

70
3
文
化
3
1806

如
意
庵
仮
屋
（
五
院
）

57
4
文
化
7
1810

客
殿
か
ら
庫
裏
へ
の
廊
下

79
5
文
化
7
1810

道
具
納
屋
（
8 坪
）

282
6
文
化
8
1811

観
音
堂
（
4 坪
）

128
7
文
化
9
1812

客
殿
（
372 坪

）
4445

8
文
化
9
1812

神
明
宮

149
9
文
化
9
1812

勅
門
普
請
小
屋

37
10
文
化
10
1813

勅
門

1000
11
文
化
10
1813

維
那
寮
（
77 坪

）
398

12
文
化
10
1813

仮
維
那
寮
・
待
真
寮
取
潰

15
13
文
化
11
1814

青
陽
軒
再
建
（
塔
司
）

80
14
文
化
11
1814

諸
堂
宇
再
建
柱
建
式

72
15
文
化
11
1814

禅
堂
（
66 坪

）
海
老
屋
寄
付

16
文
化
13
1816

大
庫
裏
（
182 坪

）
3000

17
文
化
13
1816

仮
山
門

162
18
文
化
13
1816

伝
法
庵
庫
裏
（
五
院
・
42 坪

）
197

19
文
化
13
1816

如
意
庵
庫
裏
（
五
院
・
73.5 坪

）
174

20
文
化
13
1816

永
福
寺
再
建
（
塔
司
）

431
21
文
化
13
1816

太
清
院
（
塔
司
）

101
22
文
化
13
1816

仮
鐘
楼

16
23
文
化
14
1817

仏
殿
（
81 坪

）
4626

24
文
化
14
1817

現
方
丈
（
25 坪

）
1510

25
文
化
14
1817

浴
室
（
32 坪

）
231

年
号

西
暦

堂
宇
名

建
築
費
（
両
）

26
文
化
14
1817

七
間
浄
頭
（
32 坪

）
125

27
文
政
1
1818

客
殿
（
山
崩
再
建
・
460 坪

）
2901

28
文
政
1
1818

山
崩
土
除
入
用

194
29
文
政
1
1818

惣
廻
廊

347
30
文
政
1
1818

待
真
寮
再
建

285
31
文
政
3
1820

法
器
・
諸
道
具
買
い
入
れ

409
32
文
政
4
1821

道
具
土
蔵
（
40 坪

）
145

33
文
政
5
1822

通
用
門

346
34
文
政
5
1822

無
縫
塔

181
35
文
政
8
1825

妙
高
庵
庫
裏
（
五
院
・
40 坪

）
240

36
文
政
9
1826

妙
高
庵
客
殿
（
117 坪

）
1009

37
文
政
9
1826

妙
高
庵
廊
下

90
38
文
政
10
1827

如
意
庵
庫
裏
（
五
院
）

77
39
文
政
10
1827

正
福
寺
再
建
（
塔
司
）

39
40
文
政
11
1828

伝
法
庵
客
殿
（
五
院
・
76 坪

）
800

41
天
保
1
1830

玉
橋
懸
替

69
42
天
保
1
1830

鐘
楼
堂
（
6 坪
）

300
43
天
保
2
1831

額
（
惣
門
）

6
44
天
保
2
1831

棟
上
式

50
45

額
（
伝
法
庵
・
妙
高
庵
・
如
意

庵
・
仏
殿
）

35

46
客
殿
前
井
戸

15
47

年
貢
米
蔵
（
7.5 坪
）

20
48
嘉
永
4
1851

如
意
庵
客
殿
（
五
院
・
77 坪

）
795

合
計

25,793 
参
考
文
献
　「
諸
堂
舎
造
営
記
附
宝
塔
修
工
記
併
題
」 （『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
3 ）
よ
り
作
成
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第
９
表
は
諸
堂
宇
が
建
設
さ
れ
た
時
期
と
実
際
の
建
築
費
用
を
記
し
ま
し
た
。

一
応
大
半
の
堂
宇
が
出
来
上
が
っ
た
の
は
文
政
十
一
年
頃
（
一
八
二
八
）
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
大
火
か
ら
二
三
年
後
と
な
り
ま

す
。
大
火
の
火
元
で
あ
っ
た
如
意
庵
客
殿
が
建
て
ら
れ
た
の
は
最
後
で
、
大
火
か
ら
四
六
年
後
の
こ
と
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
建
築
費
用
は
金
二
万
五
千
七
百
九
十
三
両
で
、
勧
化
金
と
し
て
集
め
た
金
額
の
約
半
分
で
し
た
。
し
か
し
大
火
か
ら
総
て
完

成
す
る
ま
で
の
四
六
年
間
に
わ
た
る
様
々
な
出
費
、
江
戸
・
京
都
・
金
沢
へ
の
長
期
間
の
出
張
，
勧
化
僧
達
の
滞
在
費
・
交
通
費
・
日
当

を
含
む
廻
国
費
用
な
ど
、
建
築
費
以
上
に
間
接
経
費
が
増
大
し
た
こ
と
、
一
方
で
前
々
か
ら
の
借
入
金
や
利
子
の
支
払
い
な
ど
が
思
い
の

外
か
か
っ
て
い
ま
す
。
以
上
の
事
か
ら
支
出
は
増
大
し
て
總
持
寺
の
経
営
が
安
定
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
だ
多
く
の
借
入
金
が
残
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

な
お
再
建
勧
化
金
徴
収
の
場
合
収
入
金
額
の
三
〇
％
は
大
本
山
總
持
寺
に
直
接
納
入
さ
れ
ま
し
た
が
、
残
り
の
七
〇
％
は
関
三
刹
が
集

め
て
い
ま
す
。
大
本
山
總
持
寺
よ
り
関
三
刹
の
方
が
か
な
り
支
配
力
を
持
っ
て
い
た
事
が
明
ら
か
で
す
。

関
三
刹
は
再
建
勧
化
金
の
一
部
を
あ
ず
か
り
、
江
戸
で
貸
付
金
と
し
て
活
用
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
み
る
と
関
三
刹
の
大
中
寺
・
総

寧
寺
・
龍
穏
寺
は
總
持
寺
再
建
勧
化
金
の
中
か
ら
総
額
で
約
金
七
千
両
を
あ
ず
か
り
、
江
戸
で
十
〜
十
二
％
の
利
子
で
曹
洞
宗
の
末
寺
に

貸
付
け
、
若
干
の
手
数
料
を
差
し
引
き
残
り
の
利
息
を
大
本
山
總
持
寺
に
送
金
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
も
一
〇
年
ほ
ど
経
つ
と
関

三
刹
は
大
本
山
總
持
寺
に
対
し
て
全
く
送
金
し
な
く
な
り
ま
し
た
。
總
持
寺
は
毎
年
催
促
し
ま
す
が
、
関
三
刹
は
い
ず
れ
も
拒
否
、
元
金

も
返
済
さ
れ
ず
に
明
治
維
新
を
迎
え
ま
す
。

む
す
び　

大
本
山
總
持
寺
の
大
火
か
ら
幕
末
に
か
け
て
の
様
子
を
、
史
料
を
中
心
に
検
討
し
て
み
ま
し
た
が
、
大
本
山
總
持
寺
の
寺
院

経
営
は
な
か
な
か
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
転
衣
に
依
る
収
入
増
加
も
ま
ま
な
ら
ず
、
こ
の
地
域
の
檀
家
獲

得
も
浄
土
真
宗
東
本
願
寺
派
末
寺
に
大
半
握
ら
れ
て
お
り
、
總
持
寺
五
院
・
塔
司
二
二
か
寺
の
檀
家
数
合
計
で
二
八
三
軒
に
過
ぎ
ず
、
一

方
で
人
別
帳
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
常
時
山
内
に
は
八
〇
〜
九
〇
名
の
住
人
が
居
り
、
幕
末
に
は
一
五
〇
名
を
越
え
る
人
々
が
住
ん
で
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お
り
、
ま
た
門
前
の
人
々
の
生
活
も
支
え
て
い
た
總
持
寺
に
と
っ
て
経
営
を
安
定
さ
せ
る
の
は
不
可
能
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
明
治
初
年
に
は
加
賀
藩
か
ら
の
寺
領
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
明
治
政
府
の
廃
仏
毀
釈
の
嵐
に
も
さ
ら
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
ほ
ぼ
義
務

付
け
ら
れ
て
い
た
僧
侶
が
本
山
で
転
衣
を
と
る
制
度
も
廃
止
さ
れ
、
収
入
源
を
断
た
れ
た
大
本
山
總
持
寺
は
厳
し
い
経
営
が
続
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

現
在
の
門
前
町
地
域
に
限
っ
て
も
、
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
派
）
剱
地
光
琳
寺
は
檀
家
八
一
三
軒
、
阿
岸
本
誓
寺
は
五
六
〇
軒
の
檀
家

を
抱
え
て
い
ま
す
。
寺
院
数
で
見
て
も
こ
の
地
域
の
曹
洞
宗
寺
院
は
四
か
寺
し
か
な
い
の
に
た
い
し
て
、
真
宗
大
谷
派
寺
院
は
四
四
か
寺

存
在
し
て
い
ま
す
。
真
宗
王
国
の
中
に
お
け
る
總
持
寺
の
存
在
は
末
寺
や
檀
家
の
獲
得
に
対
し
て
誠
に
不
安
定
な
情
況
で
あ
っ
た
事
が
わ

か
り
ま
す
。

（
た
ま
む
ろ 

ふ
み
お
・
明
治
大
学
名
誉
教
授
）


